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告 示

北海道告示第３７３号

次のとおり随意契約の相手方を決定した。
平成２６年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 随意契約に係る特定役務の名称及び数量
道庁行政情報ネットワーク等運用・保守管理業務 一式

２ 随意契約の相手方を決定した日
平成２６年３月３１日

３ 随意契約の相手方の氏名及び住所
� 氏 名 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ北海道
� 住 所 札幌市中央区北２条西４丁目１番地
４ 随意契約に係る契約金額
２９１，６００，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続

随意契約
６ 随意契約によった理由
地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令（平成７年政令第

３７２号）第１０条第１項第２号の規定による。
７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道総合政策部科学ＩＴ振興局情報政策課
� 所在地 札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第３７４号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第３０条第２項の規定により、次のとおり土地改良区
の定款の変更を認可した。
平成２６年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
認可年月日 土 地 改 良 区 名
平成２６．４．１７ 深 川 土 地 改 良 区
同 ２６．４．２１ 恵 庭 土 地 改 良 区
同 篠津中央土地改良区
同 ２６．４．２２ 沼田町土地改良区
同 ２６．４．２３ 渡島平野土地改良区

北海道告示第３７５号

土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第８４条において準用する同法第３０条第２項の規定に
より、平成２６年４月２２日、夕張川水系土地改良区連合の定款の変更を認可した。
平成２６年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ

北海道告示第３７６号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する予定である。
平成２６年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件変更予定保安林
の所在場所

寿都郡寿都町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 風害の防備
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
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� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 主伐に係る伐採種は、定めない。
イ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
ウ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立 木 の 伐 採 の 限 度 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道後志総合振
興局産業振興部林務課及び寿都町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３７７号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
平成２６年５月７日

北海道知事 高 橋 はるみ
１ 指定施業要件の変更に係る保
安林の所在場所

雨竜郡幌加内町（次の図に示す部分に限る。）

２ 保安林として指定された目的 公衆の保健
３ 変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
� 立 木 の 伐 採 の 方 法
ア 次の森林については、主伐は、択伐による。
幌加内町（次の図に示す部分に限る。）

イ その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
ウ 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
エ 間伐に係る森林は、次のとおりとする。

� 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を北海道上川総合振
興局産業振興部林務課及び幌加内町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第３７８号

森林法（昭和２６年法律第２４９号）第３３条の３において準用する同法第３０条の２の規定によ
る保安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第
１８９条の規定により、その通知の内容を礼文町役場の掲示場に掲示した。

平成２６年５月７日
北海道知事 高 橋 はるみ

１ 通 知 の 内 容 平成２６年北海道告示第２６８号
２ 所在が不分明な者 向瀬 雅之、伊藤 忠次郎、上田 利一

総合振興局告示及び振興局告示

北海道渡島総合振興局告示第６５号

次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
平成２６年５月７日

北海道渡島総合振興局長 宮 内 孝
１ 落札に係る物品等の名称及び数量
� 名 称 厚沢部川広域河川改修工事（基栄橋）仮設材
� 数 量 仮橋 Ｌ＝６１．０�
２ 落札を決定した日
平成２６年４月１５日

３ 落札者の氏名及び住所
� 氏 名 ヒロセ株式会社
� 住 所 大阪市西淀川区中島２丁目３番８７号
４ 落札金額
１３，３００，０００円

５ 契約の相手方を決定した手続
一般競争入札

６ 一般競争入札の公告
平成２６年３月４日付け北海道渡島総合振興局告示第３５号

７ 契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
� 名 称 北海道渡島総合振興局函館建設管理部建設行政室建設行政課
� 所在地 函館市美原４丁目６番１６号

道 監 査 委 員 告 示

北海道監査委員告示第１号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２５２条の３２第２項の規定により、包括外部監査の事
務を補助する者に関する事項について次のとおり告示する。
（「次のとおり」は省略し、その関係書類は、北海道監査委員事務局総括監査課に備え置
いて一般の縦覧に供する。）
平成２６年５月７日
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北海道監査委員 丸 岩 公 充
北海道監査委員 佐々木 恵美子
北海道監査委員 飴 谷 長 藏
北海道監査委員 竹 谷 千 里

１２北 海 道 公 報 第����号平成２６年５月７日（水曜日）


